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令和７年度予算編成方針について（通達） 

 

国は、「経済財政運営と改革の基本方針２０２４」において、我が国経済は、現在、デフレから完全に脱却

し、成長型の経済を実現させる千載一遇の歴史的チャンスを迎えており、春季労使交渉では1991年以来33年

ぶりの高水準の賃上げが実現するなど、「コストカット」が続いてきた日本経済を成長型の新たなステージへ

と移行させていくことが、経済財政運営における最重要課題だとしている。国における令和７年度予算編成

では、こうした情勢認識を踏まえ、地方団体が、ＤＸ・ＧＸの推進、人への投資、地方への人の流れの強化、

能登半島地震の教訓を踏まえた防災・減災の取組の強化、こども・子育て支援や地域医療の確保など、地域

経済の好循環や持続可能な地域社会の実現等に取り組むことができるよう、安定的な財政運営に必要となる

一般財源の総額について、令和６年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保すること

としている。 

一方、本市は、これまで行政改革大綱に基づき行財政改革に取り組み、行政体制の整備や財政健全化に努

めてきたが、少子高齢化による社会保障関係経費の増加やこれまで実施してきた普通建設事業に伴う公債費

が高い水準で推移していることで多額の基金取崩を余儀なくされ、厳しい財政運営を強いられている。加え

て、原油価格・物価高騰の影響による需用費等の増加や老朽化したインフラ・公共施設の更新も多く控えて

いる状況である。 

このような中、現在、本市は、令和３年度から令和７年度までの５年間を「行財政緊急対策期間」とし、

行財政改革を強力に推進し、既存事業については積極的な見直しを行い、危機感を持って取り組んでいると

ころである。 

今般試算した｢令和７年度当初予算の大まかな収支見通し｣では、総務省の地方財政対策があるものの現

時点で財源不足が見込まれ、今後の国の予算編成及び地方財政対策の動向によっては、さらに厳しい財政

運営を強いられる可能性がある。 

このため、令和７年度予算の編成は、将来にわたって持続可能な財政基盤を確立するため、引き続き市

税などの自主財源の確保を図るとともに、枠配分方式の一部導入を行い、各部局が限りある一般財源を念

頭に主体的な事業見直しを行いながら予算を編成する必要がある。 

以上の方針のもと、各部局においては、市民ニーズを的確に把握し「スクラップ・アンド・ビルド」を

徹底して行った上で予算を見積もるものとする。 


